
耐震改修にかかる費用を助成します

《お問い合わせ先》
都市整備部防災まちづくり課耐震化促進係
練馬区役所本庁舎15階
☎(直通）03-5984-1938

対象地域

・練馬区内全域

助成金額

最大

※助成金の交付にあたっては、諸条件があります。
詳細については、下記へお問い合わせください。

ホームページ

二次元コード

練馬区

事前相談
（諸条件の確認、現場調査など）

助成金申請

耐震診断・実施設計

助成金の受取

交付決定通知

助成金額確定通知

□✔

昭和56年６月１日から平成12年５月31日
までに新築または増築された木造住宅

※ 平屋建てまたは２階建ての在来軸組工法（基礎

はコンクリート造）に限る

対象建築物□✔

助成金額

最大

耐震改修工事

耐震診断・実施設計 耐震改修工事

※ 耐震改修にかかる費用は、耐震診断、実施設計および耐震改修工事が対象です

令和６年度版

耐震化
完了

New New

新耐震木造住宅の

※助成率は耐震診断３/４・実施設計２/３です

※助成金額は耐震診断と実施設計を同時に申請した場合です

※助成率は２/３です

※ 耐震改修工事以外の費用が別途必要になる場合もあります。


